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２００８年１１月２５日、国家外貨管理局、国家税務総局より『サービス貿易等項目にかかる対外支払時における納

税証明の提出に関する通知』が発表されました。本通知によって、従来はサービス貿易等の対外送金に際して金額

に拘わらず提出が必要であった納税証明が、２００９年１月１日より、３万米ドル相当を超える場合のみ、提出が義務づ

けられることとなりました。具体的な内容は以下の通りです。 

 

【制度の概要】 

２００９年１月１日より、３万米ドル相当を超えるサービス貿易等項目の決済に伴う対外送金には、送金取組銀行に管

轄する税務当局の認証を受けた納税証明の提出が必要で、３万米ドル相当以下(3万米ドルを含む)の場合は不要と

なりました。また、各種あった納税証明書式のフォームが統一されたほか、納税証明提出の対象となる項目と対象外

の項目についても明確化されました。  

 

１． 納税証明提出の対象となるサービス貿易等の項目 

① 中国国内で受領するサービス貿易の対価としての収入（ライセンス、特許、通信、情報サービス使用料など） 

② 
非居住者個人の中国国内での労働報酬、在外機関又は非居住者個人が中国国内で受け取る株式配当、投資

への配当、利益、担保提供等に伴う収益及び経常移転項目（資本移転を伴わない寄贈、賠償、税収等） 

③ 
在外機関又は非居住者個人が中国国内で受け取るファイナンスリース料、不動産譲渡収入、出資持分譲渡収

入 

 

２． 納税証明提出の対象外となるサービス貿易等の主な項目 

① 在中国機関の国外で発生する出張、会議、商品展示会などの費用 

② 
在中国機関の国外で発生する輸出入取引に関連する手数料、保険費用、賠償金、及び輸入取引において在外

機関が受領する国際運輸費用 

③ 在中国の運輸業企業が国外で運輸業務に従事する事で発生する修理、油、港湾雑務等に関する費用 

 

【従来との比較】 

変更前 ・対外送金に際し、原則的に金額に関わらず、納税証明の提出が必要。 

変更後 
・３万米ドルを超える場合、対象となる項目について納税証明の提出が必要。 

（３万米ドル以下の場合、納税証明の提出が不要。） 

 

今回の通知により一定金額を超えるサービス貿易等項目の決済において対外資金流出を規制することを明確にし

ました。一方、上海、天津、蘇州など６つの試行地区で実施されていた、５万米ドル超非貿易対外送金における事前

届出制度(平成２０年４月１６日付りそな銀行アジアニュース)は、本通知実施日より廃止されました。 


